
山形県「庄内町」をご案内します
「企業立地ガイド（簡易版）」

【問合せ】庄内町商工観光課商工労働係 山形県庄内町余目字三人谷地１３－１

【TEL】0234-42-0138【FAX】0234-42-2559【mail】shoko-rodo@town.shonai.yamagata.jp

●面積：249.17㎢

●人口：１９，609人（R５.6月末）

●世帯数：7,095世帯（R５.6月末）

●主な産業：農業（米、花き）、製造業、建設業

●製造品出荷額等：175億7,642万円（R3年経済センサス活動調査出展）

●特色：

・ササニシキやコシヒカリなど、おいしいお米のルーツ

「亀ノ尾」発祥の地

・日本遺産出羽三山の主峰・月山山頂のまち

・月山が源流の立谷沢川は、

「平成の名水百選」に選定

・車で30分圏内に10万人市が2つ（酒田市・鶴岡市）ある

「庄内地方のベッドタウン」
※庄内地方とは、山形県の日本海側一帯の地域を指します。
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都心・近隣県へのアクセス

羽田空港から
1時間

約1時間

約20分（車）

①都心から
庄内町へ

2時間30分
圏内に3県

約2時間

約2時間30分

約2時間30分

②他県への
アクセス（車）

毎年8月11日
しょうない氣龍祭

毎年10月上旬
月山龍神マラソン

業種 事業所数

製造業 100社

卸・小売業 183社

建設業 120社

生活関連サービス業
（理美容・浴場業等）

109社

その他 飲食業 60社 農林業 24社 など

総数 860社令和3年経済センサス
活動調査出展

庄内空港からは
車で20分



N
o

区画

土地面積 分譲価格（円） 月額
リース料
（円）

用地取得助成金
の額（円）

㎡ 坪 1㎡当たり 1区画当たり 1区画当たり

1 A-2-1 3,259.43 985.98 10,350 33,735,100 114,080 11,807,000

2 A-2-4 2,029.06 613.79 10,500 21,305,130 71,017 7,456,000

3 B-1-2 5,824.96 1,762.05 12,150 70,773,264 203,873 35,386,000

分譲・リース価格表

庄内臨空工業団地あまるめ 分譲地概要図

庄内町企業振興条例 用地取得助成金

特定地域(都市計画法に基づく工業地域および準工業地域を除く。)におい
て、新設又は移設のために取得した用地面積が1,000㎡以上で、かつ、操業
を開始した場合、次のとおり助成金の対象となります。

１．取得した用地面積が1,000㎡以上5,000㎡未満の場合
⇒ 用地取得価格に100分の35を乗じて得た額を助成。(上記No.1とNo.2が対象)

２．取得した用地面積が5,000㎡以上の場合
⇒ 用地取得価格に100分の50を乗じて得た額を助成。(上記No.3が対象)

※１認定事業者につき、助成金の上限は4,000万円(1,000円未満は切り捨て)

令和5年3月現在

お得に分譲！

＜設備投資・企業立地＞に対する支援施策

【固定資産相当分に対する支援】企業振興奨励金

対象事業

要件
補助期間

（課税年度から）
補助金額

地
域

投下固定資産総
額及び従業員

採用
特定
地域

左以外
特定
地域

左以外

工場等の
新設又は
移転

要
件
な
し

2,000万円以上
若しくは従業員
が20人以上

庄内町に
住所を有
する従業
員を1人
以上新た
に雇用

5年以内 3年以内
新設又は移設に対する
当該年度に係る固定資
産税相当額

工場等の
拡充

1,500万円以上 3年以内 2年以内
拡充部分に対する当該
年度に係る固定資産税
相当額

対象事業

要件
雇用条件

（操業日から）
補助金額

住所を有する
場所が
①本町

②本町以外

地
域

従業員 採用 雇用基準日
雇用
期間

工場等の
新設又は
移転

特
定
地
域

従業員を新たに
20人（中小企
業者にあっては
5人）以上雇用

要件
なし

2年以内（研修等を要
する場合は、操業日
前3年以内）

1年
以上

①従業員1人につ
き20万円
②従業員1人につ
き5万円

①②の合計で上限
400万円

工場等の
拡充

1年以内（研修等を要
する場合は、操業日
前3年以内）

【雇用創出に対する支援】雇用促進助成金

対象事業

要件

補助対象経費 補助金額地
域

該当事業者 雇用

サテライ
トオフィ
ス等を新
たに開設

要
件
な
し

町外事業者
かつ、開設
した土地で
2年以上事
業を行う予
定である方

1人以上
の常用
雇用者
が就業
してい
ること

(1) 通信環境整備費
(2) 事務所の賃借料

（上限6カ月分）
(3) 内装工事費
(4) 備品費（机類、椅子類、箱棚
類で購入単価が2万円以上のもの）
(5) 広告宣伝費

補助対象経費
の2分の1以内、
上限50万円

【企業立地に対する支援】サテライトオフィス等開設支援補助金

【資金面に対する支援】
1 庄内町産業立地促進資金（山形県商工業振興資金）（山形県と共同による制度）

工業団地等に立地しようとする事業所、大規模な立地を行おうとする事業所等に対して、企業立地
に必要な資金について、10 億円を限度に変動利率（年0.7％（令和4年12 月末時点））で融資する
制度です。

2 庄内町商工業振興資金利子補給補助金
1 の庄内町産業立地促進資金の融資を受けた場合に、その利子の1/2 を3年間補助します。


